
➂ 専門家派遣

嵐山町が実施する創業支援

創業

創業準備

創業を考えているあなたへ
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※

「創業への補助」 創業前も創業後も！経営するにあたっての悩み解決！問題解決！

※

融資

３．ビジネスモデルを考える
４．ヒト・モノ・カネの調達を検討する
５．事業（創業）計画を作ろう！

１．事業アイデアを創出する
２．創業に関する情報を得る

➀ 創業塾

➁嵐山町空き店舗等活用事業費補助金

➃ 嵐山町商工会による創業支援

☆融資の検討

※

※専門家に助けを依頼！

６．創業後の課題を分析する
７．販路開拓しよう

※国や県の補助金・助成金等を活用しよう

【特定創業支援等事業】
創業塾を受講（商工会による個別相談
による補填も可）し、町から「証明
書」が発行された方は以下のメリット
が！
１．登記にかかる登録免許税軽減
２．創業関連保証の特例
３．新創業融資制度の要件緩和

成長期

【お問合せ】嵐山町企業支援課 0493-62-0720 嵐山町商工会 0493-62-2895

国に採択される「小規模事業者持続化
補助金」の補助上限額が増額！
※この条件の場合は、開業届の提出は求め
られていませんが、事業を始める時は、開
業届は提出しましょう。


